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指導者育成班業のあゆみ

１゛ら５年スポーツトレーナーの巽成スタート。

（昭和4,＝）東京オリンピックでの謹技譽育戒。強化のノウハウを全国へ。スポーツ医,科学に立脚したスポーツトレーナ

ーの壽成を開詰。

公認スポーツ指導者養成の基本コンセプト
財屈法人日本体育協会及鋤U過団体等は、生涯スポーツ社会の実現を目指し、生涯を通じた「挟適なスポー
ッライプ」を栂蕊するため、その推進の中心となるスポーツ指導者を謹成する。 1ラア１年スポーツ指雰貝の養成スタート。

(昭和46年）麗技力向上のための指埠者だけでなく、地域スポーツ振興のための指鯉者:雄成を開始。

[財団法人日本体育協会公蟄スポーツ指導者とは］

甫団法人日本体育醤会及ﾋﾟﾉfjjH理団体等が、公浬ス認一ツ指導者制度に差づき資格認定する指導者とは、スポ

ーツ医一科学の知識を活かし、「スポーツ巻安全に、正しく、楽しく」指導し、「スポーツの本質的な楽しぎ、
素晴らしき」を伝えることができる者である。

ｉ９プアニ

(躍和52＝）

｢財団差人日本俸育逼会公露スポーツ指鋤審割苣」を創設。

指謝菅の役冒lに応じた資絡認定と指尅ii体制の璋立を已的として、加盟団体と－致穐力して「公鱒スポーツ指萌

者制度」を制定。話たな莞憲のもとに共璽科三と専門科目を学ぶ、スポーツ指海員、コーチ、上紙コーチの養

成を開始。

u９７９年

(昭和54年）

全国スポーツ蓋評者緯鍔今読が二足。

全国のスポーツ指騨者による①自らの賛町の向上、②指封;Ｉ方針のf鼓底、③f雪動暉麓の聖備、を目的として全巨

のスポーツ指毒者の活動を便蓮するために篦霊する里を作った。

[望ましい公麗スポーツ指導者とは］

公認スポーツ指導者は、日常の「生活／暮らし」にスポーツを取り入れることに誤って「豊かな人生」を得
られることを広く－護にj宕若きせるとともに、「仲間と楽しく行いたい｣、「うまくな'りたい、強く主りたい」言

らに「健康になりたい、長生営したい」という欲求に応えられ為よう、その実現に向けて「サポート」すると
いう役割を持つ。

また、常に自己斫讃を図り、自ら成長・発展するとともに、社会的廉価を得られぉよう努力することが重要

で身眉。

1○s塾年

(賎和57年）

スポーツドクターの鍵戌スタート。

スポーツ露義譽のケアにあたっている雲床医を対象にスターf､した｢スポーツ関係篦床医詣互研僻会（1978二)」

から｢公認スポーツドクター設置要項｣に響づいたスポーツドクター制度として．スポーツドクターの養成を開

銭。

１９＆⑤年

(昭和６１年】

文部省保健体育111醗会が｢社会体育指溌'署②資格付与制度｣を回に廷Sjio

文部誉保繼体胄酔HIH会蓉スポーツ指朗'者の鷺1各付与制度に間し、国がこの塾肌に蟇づき同制度の整備に努め星

ことを要望した。

曇認スポーツ擢導者ができること
i辱＆７年

(昭和62年）

文部大罠が｢社会体育指雰者の知議・技能謂蕊乖雲に関する規程｣を告示。

文部省保健棒青野艇会の廷鶴を受け、国が示す-可定のi1響L通満たす１１雲を実施できる団体を認定する=IF篝認定

制度がiil詮された。

スポーツに初めて出会う子どもたちが、安心してスポーツ活動を蕊しめ居ようサポートすること

どの年代からでも、スポーツを始めら江るようサポートす昂こと

生涯を通じてスポーツを楽しむ方法や機会を提供すること

スポーツの経霞がない人でも「ス裁一ツ愛好家」に導くようサポートすること

技能をもっと高めたいという、ジュニアからトップレベルまでの競技者の願いが実現するようサポートす

患こと

スポーツを通して人間としてのマナー、エチケヅトなど豊か憩人HHI住を酒鑑す愚こと

。
。
。
。
。

１９畠愚年「財団差入巳本体育憾＝侭詔スポーツ指導者制司を改訂。

(昭和５３＝）「回の巷会俸青指巍者の知謹・芸能密査11窯に関する規程｣に聖づく制度に改訂。

１９９９～ 

１⑨’５年

(平戊元年～

１１年）

1989＝（平戒元年）；地韓スポーツ指謝者（Ｃ・日.Ａ級スポーツ指蓉員)、羅技力向上指尋者（Ｃ‐Ｂ,Ａ綴

コーチ）が事業認定され、F1上成スタート

1990年（平成2年）：商議スポーツ施践におげる携騨者（Ｃ,Ｂ･Ａ級教罰）が事箒認定され、養成スタート

1992年（平成４年ルスボーツプログラマー１種－２種（スポーツプログラマー、フィットネストレーナー)．

少年スポーツ指餅者（少年スポーツ指輪員・少年スポーツート鋼糧謝員）がZIF鍵認定され、養成スタート

1994年｛亨成６年）：アスレテインクトレー士＝の養成スタート

1998年（平成１０年）：アスレティックトレーナーが毒業認定

｡ 

2○○○年

(平j重Ｔ２年）

４月：文罰大臣認定による「社会体育詣瀞者の莉識一技能審査事臺」が、スポーツ振興法箒１１桑の実施省令と

して「スポーツ指導`者の知識・蓑能審査事業」とな号。

スポーツ指垪吉の養成が、ス宗一ツ霊異法に基づく省令として位置つげられ、スポーツ指零者の重要權と認得

が高憲ると同時に、その責任も高くなった。

６月：２１世紀に向けた制度の見直し作業をスタート。

スポーツ指導者制度の更なる充室を回るため、蜀団法人日本俸育醤会指導者育成専門委員会内に「指導者制度

検肘プロジェクト」忠設置。

１２月：「行政改車大顎」が闇屋決定。

｢行政改革大綱」の中で「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革」が示され、公益法人が蔓流する制度＝

'よ社会的に定着、僧頼性が確保できている。制度篝が多極多槻化し、行政によ愚客望的評価が國雄で．圓民に

も分かりにくい。国の責任での事務・事業であるかのような謂解を与える。お凪付きがなければ安心できない

という意識を故菫していく等の理由から、いわゆる「お墨付き」の廩止が決定された。

｢スポーツ指導者の知塗・技能審査議糞に閨する憲程」も平成１７年宣末を待って犀[峠なることが決定。

》

Ｉ 電嵩

塾○○5年「財団法人日本体育樫会公認スポーツ指騨者制度」を改定。
(平成１７年）
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